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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年８月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年９月３日 ２３時３５分ごろ 

発生場所 山口県上関
かみのせき

町天田
あ ま た

島東岸 

 天田島灯台から真方位０２６°３００ｍ付近 

（概位 北緯３３°４６.４３′ 東経１３２°０３.１９′） 

事故調査の経過  平成２６年９月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第十一共同
きょうどう

丸、１９８トン 

 １３１３０７、共同丸海運有限会社 

 ５４.１２ｍ×８.７０ｍ×５.２０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、４７８kＷ、平成元年１０月２２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６１年５月１５日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２３年５月６日 

  免状有効期間満了日 平成２８年５月１４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 球状船首を圧壊、船首部船底に亀裂を伴う凹損 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、平成２６年９月３日１６時２５

分ごろ愛媛県西条市東予港を出港し、船長が出港操船に引き続き船橋

当直につき、山口県宇部市宇部港に向けて航行した。 

 船長は、１８時３０分ごろ来島海峡航路を通過した後、昇橋した一

等航海士と船橋当直を交替し、降橋して休憩をとった後、２１時００

分ごろ山口県周防
す お う

大島
おおしま

町片島の南東方沖で昇橋して単独の船橋当直に

ついた。 

 船長は、操舵スタンド前に置かれた背もたれ付きの椅子に腰を掛け

て船橋当直を行い、２２時５５分ごろ、平郡
へいぐん

水道第２号灯浮標を右舷

側に見て約９.７ノットの対地速力で通過した後、山口県柳井市平郡

島西方沖で、自動操舵の設定ダイヤルを回して約２３４°の針路（真

方位、以下同じ。）に設定した。 

 船長は、平郡島の西方沖を自動操舵により南西進中、船首方約５海
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里に反航船のマスト灯２個と両舷灯を認めたので、反航船と左舷対左

舷で通過するため、自動操舵の設定ダイヤルを右に回し、約２４５°

の針路で航行中、いつしか居眠りに陥った。 

 船長は、衝撃によって目覚め、自身が居眠りしていたことに気付

き、時刻が２３時３５分であること、乗り揚げている場所が天田島の

東岸であることをＧＰＳプロッター及び海図で確認した。 

 船長は、乗組員及び船体の安全を確認した後、海上保安庁及び船舶

運航会社へ本事故の発生を通報した。 

 本船は、サルベージ会社の引き出し作業により４日１６時００分ご

ろ離礁したのち、潜水調査によって損傷が確認され、防水処置を施さ

れた上で山口県徳山下松港に向けて回航した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好、気温 約２４℃ 

海象：潮汐 低潮時、潮高 約１９３cm（室津） 

 その他の事項 

 

 本船は、本事故当時、石膏
せっこう

約６５０ｔを積載し、喫水が船首約２.

７０ｍ、船尾約４.００ｍであった。 

 本船は、船橋当直を船長及び一等航海士による単独の６時間交替２

直制とし、船長が、０６時から１２時及び１８時から２４時の時間帯

に入直することにしていた。 

 本船は、９月１日１３時００分ごろから福山港において、積荷役を

開始し、１６時５０分ごろ積荷役を終了した後、１７時００分ごろ福

岡県苅田
か ん だ

港に向けて出港した。 

 本船は、２日０７時３０分ごろ苅田港に入港、０７時５０分ごろか

ら揚げ荷役を開始し、１２時３０分ごろ揚げ荷役を終了した後、１６

時１５分ごろ東予港に向けて出港した。 

 本船は、３日０３時３０分ごろに東予港に投錨、０８時２０分ごろ

から積荷役を開始し、１６時００分ごろ積荷役を終了した後、１６時

２５分ごろ宇部港に向けて出港した。 

 船長は、荷役中、昼寝をするなどして休息をとり、疲れを感じてい

なかった。 

 船長は、当直中に眠気を感じた時、椅子を離れて操舵室の外にある

水道で顔を洗うなどして眠気を払うようにしていた。 

 船長は、入直後、１時間を過ぎたぐらいから眠気を感じていたが、

これまで居眠りをしたことがなかったので、居眠りをすることはない

と思い、眠気を払うような動作をとらず、椅子に腰を掛けた状態であ

った。 

 船長は、反航船を避けたのち、目視で船首方に航行の支障となる他

の船舶を認めていなかった。 

 船長は、眠気を誘うような薬の服用及び飲酒はしていなかった。 

 本船は、船橋航海当直警報装置が設置されており、船橋内で３～４
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分間動くものがないと警報が鳴るように設定されていたが、本事故

時、作動しなかった。 

 船長及び一等航海士は、ふだんから船橋当直交替前には船舶運航会

社指定のチェックリストに従い、船橋航海当直警報装置の作動の確認

を行っており、本事故当日の１８時３０分ごろ船橋当直を交替する

際、作動を確認していた。 

 本事故後、船橋航海当直警報装置センサー部のヒューズが外れてい

たことが判明した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、平郡島の西方沖を自動操舵により西南西進中、単独で船橋

当直中の船長が居眠りに陥ったことから、天田島に向けて航行し、天

田島の東岸に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、自動操舵として椅子に腰を掛けて船橋当直中、船首方の反

航船を避ける針路とした後、船首方に航行の支障となる他の船舶を認

めず、緊張感が緩んだ際、同じ状態で同当直を続けたことから、居眠

りに陥ったものと考えられる。 

 本船には、船橋航海当直警報装置が設置されており、センサー部の

ヒューズが外れていたことから、作動しなかったが、正常に作動して

いれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、平郡島の西方沖を自動操舵により西南西

進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、天田島に向け

て航行し、天田島の東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

参考  船舶所有者は、本事故後、造船所での修繕に併せ、本船に新しい船

橋航海当直警報装置を設置した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直中に眠気を催したときは、立ち上がって身体を動かした

り、コーヒーを飲んだりして眠気を払い、それでも眠気を払うこ

とができないときは、他の乗組員を呼ぶこと。 



 

 

付図１ 事故発生経過概略図 
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